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令和７年３月７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和６年（ワ）第７０２７８号 発信者情報開示請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年１２月１７日 

判       決 

 5 

原        告    Ａ 

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士    弦 巻 充 樹 

同     江 嵜 宗 利 

同     山 﨑 俊 吾 

同     須 貝 周 平 10 

同     志 村  翼 

 

被 告    ＧＭＯインターネットグループ株式会社 

 

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士    川  﨑  友  紀 15 

同     八  木  優  大 

同     松  井  将  征 

主       文 

１ 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示

せよ。 20 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 主文同旨 

第２ 事案の概要 25 

 本件は、原告が、被告が提供するインターネット接続サービスを介して、イ
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ンターネット上の電子掲示板にされた投稿において、原告が配信した動画を複

製した動画ファイルを無料でダウンロードすることができるウェブページのＵ

ＲＬが公開されたことによって、原告の営業活動上の利益及び著作権（公衆送

信権）が侵害されたことが明らかであるとして、被告に対し、特定電気通信役

務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（以下「プ5 

ロバイダ責任制限法」という。）５条１項に基づく発信者情報の開示を求める事

案である。 

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によっ

て容易に認められる事実。以下において、枝番号のある証拠について枝番号を

記載しない場合は、全ての枝番号を含む。） 10 

⑴ 当事者 

ア 原告は、インターネット上の動画共有サイトであるＹｏｕＴｕｂｅ、ツ

イキャス等において、「Ｂ」との名称で活動し、ツイキャスにおいては、「Ｃ」

（アカウント名：（記載省略））との名称のチャンネル（以下「本件チャン

ネル」という。）を運営する者である（甲１、３）。 15 

イ 被告は、インターネットの接続に関する業務等を営む株式会社である。 

⑵ 原告による動画の配信 

 原告は、（日付記載省略）、動画（以下「本件配信動画」という。）を制作し、

（日時記載省略）から、本件チャンネル上で本件配信動画を配信した（甲１

０、１１）。 20 

⑶ 電子掲示板への投稿 

ア 氏名不詳者（以下「本件投稿者」という。）は、別紙投稿記事目録の「投

稿日時（ＪＳＴ）」欄記載の日時に、同目録の「ＩＰｖ６アドレス」欄記載

のＩＰアドレスを使用して、同目録の「接続先ＩＰアドレス」欄記載のＩ

Ｐアドレスに接続し、同目録の「スレッドタイトル」欄記載の「Ｄ」のス25 

レッドに、同目録の「投稿内容」欄記載の記事（以下「本件記事」という。）



3 

 

を投稿した（甲７、１４、１５）。 

イ 本件記事中の「https://以下省略」とのＵＲＬ（以下「本件ＵＲＬ」と

いう。）は、無料の大容量ファイル転送サービスである「ギガファイル便」

のウェブページのＵＲＬである。 

 本件ＵＲＬにアクセスすることにより、本件配信動画の一部を複製した5 

動画ファイル（以下「本件動画ファイル」という。）をダウンロードするこ

とができた。（甲７～９、１１〜１３、１９～２１） 

⑷ 発信者情報の保有について 

被告は、別紙発信者情報目録記載の発信者情報を保有している。 

２ 争点（侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかであるといえ10 

るか）及び争点に関する当事者の主張 

⑴ 営業活動上の利益の侵害（争点１） 

（原告の主張） 

 原告は、本件チャンネルにおいて、本件チャンネルのメンバーシップに登

録している有料会員から月額料金の支払を受けることによって収益を上げる15 

との営業活動を行っていた。そして、原告は、本件チャンネルの有料会員に

限定して、本件配信動画を配信した。 

本件記事は、本件動画ファイルをその内容に取り込むものである。本件動

画ファイルは、本件配信動画の大部分を録画したものであり、これを無料で

閲覧することができるようにする本件記事の投稿は、不正競争に準ずる重大20 

な権利侵害行為であり、かつ、原告の収益の大幅な減少を招く行為である。 

 したがって、本件記事の投稿は、原告の営業活動上の利益を侵害するもの

であることが明らかである。 

（被告の主張） 

 本件配信動画が、本件チャンネルの有料会員に限定して配信されたもので25 

あるかは明らかでない。 
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 本件投稿者は事業者であるとはいえないから、本件記事の投稿が不正競争

に準ずる重大な権利侵害行為に該当するとはいえない。また、本件動画ファ

イルは、原告が本件チャンネル上で配信した動画全体のごく一部にすぎない

から、本件記事の投稿によって、原告の収益の大幅な減少を招くとまではい

えない。 5 

⑵ 本件配信動画に係る著作権の侵害（争点２） 

（原告の主張） 

ア 本件投稿者がギガファイル便に本件動画ファイルをアップロードした者

と同一人物である場合には、その者は、本件動画ファイルのアップロード

及び本件記事の投稿により、本件動画ファイルを、公衆の用に供されてい10 

る電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の「公衆送信用記録媒体」

であるギガファイル便のサーバー上に「記録」した上、本件ＵＲＬを公開

することによって、本件動画ファイルを送信可能化したものであるから、

原告の本件配信動画に係る著作権（公衆送信権）を侵害したことが明らか

である。 15 

イ また、公衆は、本件ＵＲＬを知らない限り、本件動画ファイルにアクセ

スすることができないところ、本件投稿者は、本件記事を投稿し、本件Ｕ

ＲＬを公開することによって、ギガファイル便のサーバー上に記録された

本件動画ファイルを「自動公衆送信し得るようにすること」を行い、本件

動画ファイルを送信可能化したものであるから、原告の本件配信動画に係20 

る著作権（公衆送信権）を侵害したことが明らかである。 

ウ さらに、本件投稿者は、本件配信動画が原告の著作物に該当することを

認識し、かつ、少なくとも本件記事の投稿により原告の本件配信動画に係

る著作権が侵害される蓋然性が高いことを認識、認容しながら、本件記事

を投稿したことにより、公衆が本件ＵＲＬにアクセスすることができる状25 

況を作出し、本件動画ファイルの自動公衆送信を促進したものであるから、
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原告の本件配信動画に係る著作権（公衆送信権）の侵害を幇助したことが

明らかである。 

（被告の主張） 

ア 本件投稿者は、本件動画ファイルをアップロードした者から何らかの手

段によって本件ＵＲＬを伝えられた可能性があるから、本件投稿者が本件5 

動画ファイルをアップロードした者と同一人物であるかは明らかでない。 

イ 本件投稿者が本件動画ファイルをアップロードした者と同一人物でない

場合には、本件動画ファイルがギガファイル便のウェブサイト上にアップ

ロードされた時点又は本件ＵＲＬが本件動画ファイルの投稿者によって第

三者に公開された時点で、本件動画ファイルの送信可能化はされているか10 

ら、本件記事の投稿によって重ねて本件動画ファイルの送信可能化がされ

たとはいえない。 

ウ また、本件ＵＲＬは本件動画ファイルをアップロードした者によって第

三者に公開されている可能性があるから、本件投稿者が、本件動画ファイ

ルの自動公衆送信を促進し、原告の本件配信動画に係る著作権（公衆送信15 

権）の侵害を幇助したことが明らかであるとはいえない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認

められる。 20 

⑴ 本件チャンネルの仕組み及び本件配信動画の配信について 

ア 原告は、ツイキャスにおいて、本件チャンネルを運営し、動画配信を行 

っていた。本件チャンネルにおいては、無料で視聴することができる動画

とともに、本件チャンネルのメンバーシップに登録している有料会員のみ

が視聴することができる有料会員限定の動画が配信されていた。（甲３～６、25 

１８） 
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イ 原告は、（日時記載省略）から、本件チャンネル上で、本件チャンネルの

有料会員に限定して、本件配信動画を配信した。本件チャンネルの有料会

員は、同日から約３週間、本件チャンネルにおいて、本件配信動画を視聴

することができた。（甲１８、２２、２３、２８、２９） 

⑵ ギガファイル便のサービスについて 5 

 ギガファイル便の大容量ファイル転送サービスを用いたファイルの送信の

仕組みは、以下のとおりである（甲１９～２１）。 

ア ファイルを送信しようとする者（以下「ファイルの送信者」という。）が、

ギガファイル便のウェブサイトにおいて、アップロードしようとするファ

イルをアップロードすると、アップロードしたファイルをダウンロードす10 

ることができる固有のウェブページ（以下「ダウンロードページ」という。）

のＵＲＬが表示される。 

イ ファイルの送信者は、ファイルを受信しようとする者（以下「ファイル

の受信者」という。）に対し、ダウンロードページのＵＲＬを伝え、ファイ

ルの受信者は、ダウンロードページのＵＲＬからダウンロードページにア15 

クセスし、ファイルをダウンロードすることができる。 

ウ ギガファイル便のウェブサイトにおいては、アップロードされたファイ

ルのファイル名等から、ダウンロードページのＵＲＬを検索する仕組みは

設けられていない。 

⑶ 本件記事の投稿及び本件ＵＲＬについて 20 

ア Ｄの「(記載省略)」というスレッドに投稿された本件記事には、「（記載

省略）」との記載の後に、本件ＵＲＬ（https://以下省略）が記載されてい

た（甲７）。 

イ 本件ＵＲＬは、ギガファイル便のウェブサイトにおける本件動画ファイ

ルのダウンロードページのＵＲＬであり、ダウンロード期限である令和６25 

年４月８日までの間、同ダウンロードページにアクセスすると、「ダウンロ
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ード開始」のボタンから、本件動画ファイルをダウンロードすることがで

きた（甲８、９、１３）。 

２ 争点２（本件配信動画に係る著作権の侵害）について 

⑴ 本件配信動画は、原告が、視聴者のコメントや動画内で取り上げる題材に

関する情報を映しながら原告の見解を発信するもので、一定の創作性を有し、5 

原告が制作し、録画した動画であるから（甲１０、１１）、映画の著作物（著

作権法１０条１項７号）に当たり、著作権者は原告であると認められる。 

⑵ 本件動画ファイルに係る動画は、本件配信動画の大部分を録画したもので

あり、表現上の本質的な特徴の同一性を維持し、これに接する者が本件配信

動画の本質的な特徴を直接感得することができるものといえる（甲１０〜１10 

２）。 

⑶ 前記認定事実⑵によれば、ギガファイル便のサービスを用いてファイルを

ダウンロードするためには、ファイルのダウンロードページのＵＲＬが必要

であるところ、ダウンロードページのＵＲＬは、ファイルをギガファイル便

にアップロードした者にしかわからない仕組みとなっているといえる。本件15 

動画ファイルについても、本件ＵＲＬを知らなければ、これをギガファイル

便からダウンロードすることはできなかったものと認められるところ、本件

記事が投稿された時点までに、本件ＵＲＬについて、インターネット上で公

開されるなど、不特定の者や多数の者に知られていたことはうかがわれない。 

また、前記認定事実⑴イ及び同⑶アによれば、本件記事は、①本件チャン20 

ネルのアカウント名を示す「（記載省略）」の記載、②本件配信動画の配信日

時を示す「（日時記載省略）」の記載、③「（記載省略）」として、本件配信動

画の●●分前後で原告が「（記載省略）」と述べた（甲１２）ことを示す記載

及び④ドメイン名自体からギガファイル便のウェブページのＵＲＬであるこ

とが分かる本件ＵＲＬの記載がされ、著名な電子掲示板上の本件チャンネル25 

に関するスレッド上に投稿されたものである。そうすると、本件記事は、こ
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れに接した者が、本件ＵＲＬから本件チャンネルの動画をダウンロードする

ことができると理解し得るように記載されたものといえる。 

以上によれば、ギガファイル便にアップロードされた本件動画ファイルに

ついては、本件記事の投稿の前には、不特定又は多数の者からの求めに応じ

自動的に送信されることはなかったものであるが、本件記事の投稿によって、5 

不特定又は多数の者がダウンロードすることができるようになり、自動公衆

送信されるにいたったものというべきであり、これを左右するに足りる証拠

は見当たらない。 

本件投稿者が本件動画ファイルをギガファイル便にアップロードしたか否

かには争いがあり、これを認めるに足りる証拠はない。もっとも、以上に認10 

定したところ及び本件記事の内容に照らせば、本件投稿者は、本件動画ファ

イルをギガファイル便にアップロードした者から本件ＵＲＬを知らされるな

どして、本件記事を投稿したことが推認される。また、本件動画ファイルは、

本件チャンネルで配信された動画の複製物であることが明らかなものであり、

これを自動公衆送信するためには著作権者の許諾を要するところ、本件動画15 

ファイルをギガファイル便にアップロードした者も、本件投稿者も、著作権

者である原告の許諾は得ていない（弁論の全趣旨）。 

⑷ 以上の事実関係を前提とすれば、本件記事の投稿は、不特定又は多数の者

によって直接受信されることを目的として、不特定又は多数の者からの求め

に応じ本件動画ファイルを自動的に送信することを可能としたというべきで20 

あるから、本件投稿者は、本件配信動画に係る著作権（公衆送信権）を侵害

したものといえる。 

 そうすると、本件記事の投稿は、原告の著作権（公衆送信権）侵害を直接

的にもたらしているということができるから、「侵害情報の流通によって」原

告の本件配信動画に係る著作権（公衆送信権）が侵害されたことが明らかで25 

あるといえる。 
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３ 弁論の全趣旨によれば、原告は本件投稿者に対して損害賠償請求権等を行使

する予定であることが認められ、そのために、別紙発信者情報目録記載の発信

者情報の開示を受ける必要があるといえるから、原告には、「当該発信者情報の

開示を受けるべき正当な理由」（プロバイダ責任制限法５条１項２号）がある。  

第４ 結論 5 

   以上によれば、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、

主文のとおり判決する。なお、仮執行宣言については相当ではないから、これ

を付さないこととする。 

 

東京地方裁判所民事第４６部 10 

 

 

裁判長裁判官      髙    橋         彩 

 

 15 

裁判官      勝  又  来 未 子 

 

 

裁判官      吉    川         慶   

  20 
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（別紙） 

発信者情報目録 

 

 別紙投稿記事目録記載のＩＰｖ６アドレスを同目録記載の投稿日時に使用し、同

目録記載の接続先ＩＰアドレスに接続した契約者に関する以下の情報 5 

１ 氏名又は名称 

２ 住所 

３ 電話番号 

４ メールアドレス 

以上 10 

 

 

（別紙） 

投稿記事目録 

（記載省略） 15 

以上 


